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I　はじめに

障害者自立支援法の施行により，障害者の福祉
（生活向上）のための政策手段は従来よりも機能
的に再編成され，相互に連携することとなった。
また障害者の暮らしが施設を含めて地域で営まれ
るように，就労支援とバリアフリーの街作りも併
せて推進されることとなった。例えば，京極
〔2008〕によれば，「自立支援法でなされた事業体
系の見直しは，①「地域生活支援」「就労支援」
といった新たな課題に対応するため，自立訓練や
就労移行支援等の地域生活に資する機能を強化す
るための事業を実施すること，②入所期間の長期
化などの本来の施設の機能と入所施設の実態の乖
離を解消するため，サービス体系を機能に着目し
て再編し，効果的・効率的にサービスが提供でき
る体系を確立すること，といった視点で行われ
た」ことが指摘されている1）。このように障害者
福祉施策の重要性が新たな観点から再評価された
結果，近年の低成長経済のもとで，社会保障給付
費は，社会保障財政の持続可能性と国民経済との
両立から抑制される傾向がある中で，障害者福祉
予算の増加率が社会保障給付費や政府全体の予算
（一般歳出）の伸び率と比べて高いことは，注目
に値する2）。
しかし，社会保障給付費全体の伸びが抑制され
ることは，障害者の福祉を支えるもう一つの側
面，障害年金や場合によっては生活保護による給
付等，障害者に対する所得移転に影響を及ぼす。

障害者自立支援法の施行により，障害者福祉予算
の伸び率が上昇したとしても，障害者に対する所
得保障の意義をおろそかにすることはできない。
本稿では，このような問題意識から，障害者の福
祉のための手段を，経済学的に大別される現金給
付と現物給付に分け，各々の経済効果を，政策課
題と関連づけながら分析する。
障害者の福祉のための政策手段の効果を経済学

的に考察するには，いくつかの前提を置く必要が
ある。すなわち，ミクロ経済学的には，障害者が
障害をもちながらも予算制約のもとで自らの効用
を最大化するように行動することを前提し，マク
ロ経済学的には，障害によって通常の労働者と比
べた場合には何らかの制約があるかもしれないが
その制約の中で障害者も生産に貢献することがあ
るということを前提する必要がある。もちろん，
このような前提を用いることは，一方で，社会学
や障害学やリハビリテーション科学から見れば，
障害者の生活や行動を簡略化させ，障害がある故
に社会経済からの影響が一般の経済主体と異なる
面があることを捨象してしまうおそれがあること
は確かである。しかし，他方で，このような前提
を置くことによって，これまで必ずしも十分には
把握されてこなかった障害者の福祉のための政策
手段の効果を，経済学的にある程度評価できる形
で推計したり分析したりすることができるという
メリットが生じる。
本稿では，このような観点から，まず障害者へ

の所得移転の経済効果を，障害者と一般家計それ
ぞれの所得の限界効用を比較することによって考
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察し，障害者への所得移転の根拠を示すと共に障
害者自立支援施策における利用者負担の軽減の意
義について考察する。次いで，障害者福祉施策の
マクロ経済的な効果を見るために，障害者への就
労支援と経済成長との関係について内生的経済成
長モデルを応用して分析する。IIでは，個人の効
用最大化行動の結果として得られる効用水準を関
数として表す間接的効用関数を特定化し，これか
ら導かれる需要方程式体系を推定して障害者と一
般家計それぞれの所得の限界効用を比較すること
によって，障害者への所得移転の効果を明らかに
し，これに基づいて所得移転と利用者負担軽減の
意義を考察する。IIIでは，内生的経済成長モデ
ルの一つとして，医療サービスによる治療と経済
成長との関係を分析した Zon and Muysken
〔2005〕モデルを，障害者への就労支援と医療サ
ービスによる治療との相違を考慮して拡張して，
就労支援のマクロ経済的効果を分析する。具体的
には Zon and Muysken〔2005〕モデルを，就労支
援における障害者とこれに従事する専門職員双方
の社会的貢献が生産関数の労働力に及ぼす影響を
加味するように部分的に拡張し，就労支援に係わ
る施策の効果について考察する。最後に，IVで
まとめと今後の課題を述べる。

II　障害者への所得移転の経済効果

障害者あるいは障害者のいる世帯の収入状況や
利用者負担を把握する調査は，必ずしも多くな
い。そのような状況の中で，平成 17年・18年に
「障害者生活実態調査研究会」が実施した「障害
者生活実態調査」では，障害者の世帯状況，就業
状況，収入のみならず支出項目別の金額や障害に
係わる支出についても調査しており，ミクロ経済
学的な実証分析に利用できる調査項目を含む点が
特徴の一つとなっている。この調査とその結果に
ついては，本特集号の別の論文でもそれぞれのテ
ーマに従い説明されているので，ここでは，以下
の実証分析にかかわる点について述べたい。

1　分析に用いるデータ
「障害者生活実態調査」の第 1回調査は，2005
年 10～12月に東京都の稲城市および関東近郊在
住の障害者（追加調査）を対象に，身体障害者手
帳保持者または療育手帳保持者からランダム抽出
した 200人の障害を持つ人に対して調査票を郵送
し回答を得る方法で実施された。第 2回調査は，
2006年 9～12月に静岡県の富士市の障害者を対
象に第 1回調査と同じ方法で実施された。第 1回
と第 2回調査それぞれの有効回答数は，129人
（追加調査による 35人を含む）と 113人であっ
た3）。
第 1回調査と第 2回調査それぞれの調査票は，
各種の社会調査と比較できるように「国民生活基
礎調査」（平成 6年度）の世帯票の調査項目を参
考とした調査票 1，「家計調査」や「全国消費実
態調査」の調査項目を参考とした調査票 2，「所
得再分配調査」を参考にした調査票 3，「社会生
活基本調査」を参考にした調査票 4から構成され
ている。これに加えて，障害者本人の障害の種
類，程度，就労状況，就労意欲，生活意識などの
調査項目が調査票に含まれている。したがって，
障害者の属性・生活状況を，世帯構造・就労状
況・収入と費目別の支出・生活時間などをクロス
集計して把握することができる4）。
障害者の生活における所得保障の役割を見るた
めに，第 1回調査に基づいて，障害者本人の所得
について，所得構成を所得項目別の平均額と所得
合計に占めるそれぞれの所得項目の比率をまとめ
たものが，表 1である。
表 1によれば，本人所得の平均は 243. 8万円と
決して高くはなく，所得項目別に見ると「雇用者
所得」が 119. 8万円と大きな位置を占め，次いで
「公的年金（障害年金）」55. 0万円，「生活保護」
21. 9万円とつづく。ここで注目すべき点は，障
害者の世帯属性が所得項目別の比率に大きな相違
をもたらしている点である。すなわち，「一人暮
らし（単独世帯，グループホームを含む）」と，
「同居者あり」別にみていくと，所得合計は「一
人暮らし」が 231. 6万円，「同居者あり」が
250. 0万円と大きな違いはないが，「同居者あ
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り」は「雇用者所得」から得ている金額が 143. 7
万円と「一人暮らし」の 75. 6万円に比べて多
い。これに対して，「一人暮らし」に多いのは，
「公的年金（障害）」と，「生活保護」であり，そ
れぞれ「同居者あり」の 46. 7万円に対して 64. 0
万円，8. 3万円に対して 47. 3万円という相違が
見られる。所得合計に占める所得項目別の比率で
見ると，障害者全体では公的年金・生活保護・手
当などの所得移転が占める比率は 46％であり，5
割に近い値を示している。障害者の世帯属性別に
見ると，所得移転の所得合計に占める割合は，
「同居者あり」では 36％であるのに対して，「一
人暮らし」では 62％にも上り，「一人暮らし」の
障害者にとって所得移転は生活を支える上で必要
不可欠なものとなっていることが理解できる。

2　所得移転の効果の推計方法
経済学的には，このような障害者への所得移転
が妥当とされるのは，障害者の所得の限界効用
が，一般家計の所得の限界効用よりも高い場合で
ある。その場合には，一般家計から所得 1単位を
障害者に移転したとしても，一般家計の所得の不
効用の大きさよりも障害者の所得の限界効用が大
きいために，一般家計の効用と障害者の効用の総
和（社会的経済厚生）は所得移転によって改善さ

れることになる。もちろん，現実には，人口に占
める一般家計と障害者それぞれの割合によって，
こうした効用の変化をウェイトづける必要がある
ことは確かである5）。ただし，ロールズ型の社会
的厚生関数の場合には，障害者と一般家計の効用
水準を比較すると前者が後者よりも低く，障害者
の所得の限界効用が一般家計の所得の不効用を上
回る場合には，両者のウェイトに拘わらず障害を
持つ故に所得が最も低い人への所得移転が妥当と
される。
所得の限界効用を推計するために，ここでは，

Houthacker〔1960〕が提示しその後，需要方程
式体系の実証分析に用いられるようになった加法
型間接効用関数（additive indirect utility function）
を用いる。この関数型は，消費支出項目の間に分
離可能性（separability）があるという選好上の制
約があるが，他方，この関数型から導かれる
Indirect addilog modelと呼ばれる需要方程式体系
は，基準となる支出項目とその他の各支出項目と
の差分の方程式体系に変換すると線形の方程式体
系となる。そのため，上記の障害者調査のように
サンプル数が大規模でない場合でも，需要方程式
体系が満たすべき条件（例えば adding up制約な
ど）を課した推定を行うことができる。
支出項目間での分離可能性という制約がないよ

表 1　障害者の所得内訳（単位：万円）

出所）　 土屋 〔2007〕の表１より，筆者作成。

第１回調査
（平均額）　 （平均所得に対する比率）

全世帯平均 １人暮らし
平均

同居者あり
平均

全世帯平均 
（%）

１人暮らし
平均 （%）

同居者あり
平均 （%）

雇用者所得 119. 8 75. 6 143. 7 49. 1 32. 6 57. 5
公的年金（障害年金） 55 64 49. 7 22. 6 27. 6 19. 9
公的年金（障害年金以外） 12. 9 5. 5 17.1 5. 3 2. 4 6. 8
雇用保険 0. 48 0 0. 8 0. 2 0. 0 0. 3
生活保護 21. 9 47. 3 8.3 9. 0 20. 4 3. 3
手当（障害） 19. 8 26. 2 16. 3 8. 1 11. 3 6. 5
手当（障害以外） 2 0. 5 2. 9 0. 8 0. 2 1. 2
（小計）所得移転 112. 08 143. 5 95. 1 46. 0 62. 0 38.0
仕送り 2 5. 7 0 0. 8 2. 5 0. 0
企業年金・個人年金 1. 2 0 1. 9 0. 5 0. 0 0. 8
その他の所得 8. 7 6. 9 9. 6 3. 6 3. 0 3. 8

合　計 243. 8 231. 6 250 100 100 100
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り一般的な選好を反映する伸縮的な（flexible）
需要方程式体系を導く間接効用関数も，幾つかの
関数型が特定化されて実証分析にも利用されてい
る（Bewley 〔1986〕, Pollak and Wales 〔1992〕, 
Edgerton and Assarson 〔1996〕）。ただし，この場
合には需要方程式体系の推計が非線形推定となる
ため，本稿のようなサンプル数の規模が小さい場
合には，需要方程式体系の制約を課して推定する
と係数の推定値が収束しない場合が起こりうる。
本稿では，このような問題を避けるために線形の
方程式体系を用いることとした。
加法型間接効用関数は，所得を M，支出項目
ごとの消費量と価格指数をそれぞれ qi，piとする
と，次のように表される。

V(p, M)＝Σn
i＝1

αi

βi

M
pi

βi

,
 βi＞0 （1）　

この関数型にロアの恒等式を適用すると，次式
のような支出項目ごとの需要関数が導かれる。

qi＝
αiβi(M/pi)

βi＋1

Σn
j＝1(αjβj)(M/pj)

αj
� （2）　

この需要関数の両辺の対数を取り，基準となる
支出項目（ j）とその他の各支出項目（ i）との
差分を取ると，次式のような線形の需要方程式体
系が導かれる。

Log(qi)－log(qj)＝log
αi

αj
＋(βi＋1)

　log
M
pi
－(βj＋1)log

M
pj

 （3）　

したがって，推定式は次のようになる。

Log(qi)－log(qj)＝γ 0i＋γ 1i log
M
pi

　＋γ2j log
M
pj
＋Δuij （4）　

ここで，Δuij＝ui－ujは（第 j財に対する差分表
示の）第 i財の需要方程式の誤差項である。
推定に当たり，各支出項目がゼロにならないよ
うに，上記調査の個別支出項目の内，幾つかの調
査対象の支出項目を集計して一つの支出項目とし
た。ただし，支出項目の選択に当たっては，一般
家計と異なり，障害者の消費行動の特徴として障
害に関連して支出する項目があることを考慮する

必要がある。これは，医療給付や介助サービスの
利用者負担（及び場合によっては利用者負担とこ
れを超えて支払う額との合計）などの支出項目で
ある。このような支出項目が障害者の場合に生じ
ざるを得ないことは，一般家計の消費集合と比べ
て，障害者の消費集合には，以下のような特徴が
あることから理解することができる。
まず，障害にかかわる支出ゼロの場合，例え
ば，障害が重く障害にかかわる支出を伴うサービ
ス（現物給付）がないと消費が困難な場合には，
消費集合は，その障害者の家族と共に消費する部
分からなる一般の消費集合の部分集合となる。こ
れに対して，障害にかかわる支出がある場合，障
害に関わる支出によって得られるサービスは，障
害者のその他の財貨・サービスと補完関係にある
ため，この支出がある分だけ障害者の消費集合は
大きくなる。したがって，仮にあえて障害にかか
わる支出をゼロとしてその他の支出項目に予算を
配分する場合には，障害の程度によっては，消費
集合は障害にかかわる支出をしない場合よりも小
さくなり，達成できる効用も低くなる。ところ
が，一般家計と同様に効用最大化行動をとると前
提するので，これは合理的ではない。したがっ
て，障害者の場合には，予算制約の下での効用最
大化行動で障害にかかわる支出がゼロではないと
いう結果が導かれる6）。
以上のような前提により，推定に用いる需要方
程式体系の支出項目は，（1）食料費，（2）住居費7），
（3）光熱費，（4）その他の支出，（5）障害に関わ
る支出とした。
方程式体系の推定方法は，調査から得られたデ
ータが 2時点からなるクロスセクション・データ
であり，誤差項 Δuiの不均一分散性を考慮する必
要があることから，SUR（Seemingly Unrelated 
Regression）を用いた。また，方程式体系におけ
る基準となる支出項目の係数がどの推定式でも共
通となる線形制約を課して，方程式体系を推定し
た。

3　推定結果
前節で述べた需要方程式体系の推定結果をまと



季刊・社会保障研究216 Vol. 44  No. 2

めたものが，表 2である。これによって得られた
係数（表 3）を用いて，調査サンプルの障害者の
平均所得・月額 155, 833円と基準時点の価格体系
で評価した障害者の所得の限界効用の弾力性 

（ ∂V(p, M)
∂M

× M
V
）を算出すると，2. 219となる。

これに対して，『家計調査年報』（総務省統計
局）を用いて類似の消費支出項目からなる一般家
計（全世帯・二人以上世帯（農家世帯を除く））
の需要方程式体系を推定して，所得の限界効用を
推計すると次のような結果が得られた。まず，障
害者に関する分析と同様に，加法対数型間接効用
関数から需要方程式体系を導くこととし，その消
費支出項目は，（1）食料費，（2）住居費，（3）光
熱費，（4）その他の支出（この項目は「家計調
査」の支出項目：家具家事用品，被服および履
物，交通・通信，教育，教養・娯楽，その他の消
費支出の合計である。），（5）医療・保健等であ
る。なお，一般家計でも，世帯員の病気・けがの
治療や健康増進のための支出がある程度不可欠で
あることから，障害者の場合の（5）障害にかか

わる支出に代わる項目として（5） 医療・保健等
を一つの支出項目とした。推定に用いるサンプル
数を障害者の推定の場合（75サンプル）とほぼ
同様にするために，ここでは『家計調査年報』
（全世帯・二人以上世帯（農家世帯を除く））の収
入階級別 5分位の 1992年から 2007年までのデー
タを用いた（サンプル数は 80サンプル）。消費支
出項目ごとの価格指数は，『消費者物価指数年
報』（総務省統計局）の 1992年から 2007年まで
のデータを用いた。
以上のようなデータと先に述べた推定方法を用

いて線形回帰分析を行った需要方程式体系の推定
結果が，表 2である。これに基づく間接効用関数
の係数（表 3）を用いて，一般家計の平均所得
（2007年の二人以上の世帯のうち勤労者世帯）月
額 433, 306円と基準となる価格体系で評価した所
得の限界効用の弾力性を算出すると，0. 139とな
る。
障害者の所得の限界効用弾力性と一般家計のそ

れとを比較すると，上記の推計結果は，障害者の
方が一般家計よりも弾力的であり，一般家計から
の限界的な所得移転を障害者に行うと，一般家計
の限界効用の低下を上回る大きさで障害者の限界
効用が上昇することを示している。
さらに，障害者自立支援法の施行以後，同法の

特別対策等も具体化し，その中で，負担感の大き
い通所・在宅の障害者，障害児を持つ世帯を中心
とした利用者負担の軽減が実施されることとなっ
た。この軽減策の財源は，2007年度と 2008年度
それぞれ 240億円の国費であり，このことは，所

表 2　需要方程式体系（差分型（4）式）の推定結果（障害者の場合）

注 1） 　サンプル数は 75。SUR推定による需要方程式体系全体の重み付き決定係数は 0. 058
である。

　 2） 　＊＊は両側 5％水準で有意，＊は両側 10％水準で有意であることを示す。
出所）　 筆者推計。

支出項目（2）－（1） 支出項目（3）－（1） 支出項目（4）－（1） 支出項目（5）－（1）

γ 0
－0. 37093 －1. 92487 ** －3. 8781 ** －2. 78193 *
（0. 615894） （0. 951734） （1. 254891） （1. 544733）

γ 1
4. 096669 4. 578255 * 4. 811303 * 4. 418997 *
（2. 681886） （2. 703987） （2. 72252） （2. 7203）

γ 2
－4. 24228 －4. 24228 －4. 24228 －4. 24228
（2. 698876） （2. 698876） （2. 698876） （2. 698876）

表 3　加法対数間接効用関数の係数（障害者の場合） 

出所）　 表 2より筆者作成。

α1 α2 α3 α4 α5

1 0. 024495 0. 273933 0. 02069 0. 061919

β1 β2 β3 β4 β5

3. 24228 3. 09667 3. 57825 3. 8113 3. 41899
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得税等の一般家計に対する負担を含めた財源を利
用者負担の軽減を通じた障害者の可処分所得の増
加という形で，間接的ではあるが障害者に対する
所得移転が行われることを意味している。したが
って，一般家計と障害者とのウェイト付けという
価値判断を捨象して，前者から後者の限界的な所
得移転の効果に着目すれば，上記の推計結果が示
すように，利用者負担の軽減も，間接的な形での
所得移転を通じて一般家計の負担による経済厚生
の低下を上回る障害者の経済厚生の上昇を導きう
る施策であることが理解できる。
もちろん，一般家計においても世帯主の年齢階
級，世帯主の所得階級ごとに所得の限界効用は異
なる可能性がある。障害者で就労上など何らかの
制約で低所得である場合のみならず，高齢者にお
いても年金給付など所得移転は重要な生活の糧で
ある。また，高齢者でない低所得者の場合にも，
各種の手当や生活扶助などの所得移転は重要な生
活保障の役割を果たしている。したがって，障害
者の所得移転の必要性を示唆するために，所得の
限界効用の比較を行うためには，所得保障の対象
者（または対象世帯）についても同様の需要方程
式体系の推計を行う必要があると考えられる。

III　障害者の就労支援の経済効果

障害者自立支援法の施行によって，障害者の就
労支援の総合化，リハビリテーション，障害者雇
用，移行過程の重視，そのための支援体制の強化

が図られた。その結果，障害者の就労支援策は多
様化した。例えば，小規模作業所については，複
数の障害種別の受け入れ，重度障害者の地域生活
の支援，就労支援の本格化など様々な機能を発揮
しており，その機能にあわせて，障害福祉計画に
基づき，計画的にグループホームなどになり，地
域生活支援事業として新たな事業に移行すること
になった。
また，就労支援の強化策として，福祉施設から
一般就労への移行を進めることを目的とした就労
移行支援事業が創設された。この事業は，就労を
希望する障害者に対して，期限を設けたプログラ
ムに基づいて，就労に必要な知識と能力を向上さ
せるために必要な訓練を行う事業である。さら
に，同法施行後，一般就労への移行過程で重要な
役割を果たしている福祉施設等における就労の工
賃水準の向上が図られ，2007年度より「工賃倍
増計画支援事業」8）が創設された。一方，就労支
援は，福祉施設等に限らず，障害者雇用（一般雇
用）に至るためにはハローワークや場合によって
は必要となる新たな技能修得のための職業訓練等
の諸施設とも関係する。したがって，関係機関の
「チーム支援」による福祉的就労から一般雇用へ

表 4　需要方程式体系（差分型（4）式）の推定結果（一般家計の場合）

注 1） 　サンプル数は 80。SUR推定による需要方程式体系全体の重み付き決定係数は 0. 876
である。

　 2） 　＊＊は両側 5％水準で有意，＊は両側 10％水準で有意であることを示す。
出所）　筆者推計。

支出項目（2）－（1） 支出項目（3）－（1） 支出項目（4）－（1） 支出項目（5）－（1）

γ0
－0. 08488 5. 164033 ** －2. 91546 ** －0. 28253 *

0. 08171 0. 424936 0. 065074 0. 165838

γ1
－0. 15989 * －1. 17533 ** 0. 714259 ** －0. 22499 **

0. 061763 0. 097661 0. 062179 0. 06288

γ2
−0. 04405 －0. 04405 －0. 04405 －0. 04405

0. 062033 0. 062033 0. 06203 0. 062033

表 5　加法対数間接効用関数の係数（一般家計の場合）

出所）　 表 4より筆者作成。

α1 α2 α3 α4 α5

1 0. 024495 0. 273933 0. 02069 0. 061919

β1 β2 β3 β4 β5

－0. 95595 －1. 15989 －2. 17533 －0. 28574 －1. 22499
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の移行促進策として，地域障害者就労支援事業も
進められている。特に知的障害者・精神障害者に
ついては，例えば就職時の職場適応を容易にする
ため，職場にジョッブコーチ（職場適応援助者）
を派遣し，きめ細かな人的支援を行う支援事業が
実施されている。
ここでは，このように様々な方法によって推進
されている障害者の就労支援の経済効果を，マク
ロ経済的な観点から分析する。具体的には，ルー
カス・モデル（Lucas〔1998〕）に疾病にかかり患
者となる確率とその人に対する医療によって回復
する過程を組み込んで，医療と（消費の成長率で
見た）経済成長との関係を明らかにした Zon and 
Muysken〔2005〕による内生的経済成長モデル
を，障害者への就労支援と医療サービスによる治
療との相違を考慮して部分的に拡張し，分析を行
う。

1　モデルの構成
疾病にかかり患者となる場合，消費財となる財
貨の生産活動から離れるために労働力が患者の数
だけ減少する（患者の人口 Pに占める割合を v

とする。）。同時に，患者を診療行為で回復させ労
働力となる過程で医療サービスを提供する人々
は，生産活動の労働力とはならないため，労働力
は医療サービス提供者の数（人口 Pに占める割
合を uとする。）だけ減少する。したがって，経
済全体では，生産の活動に投入される労働力か
ら，治療水準でその人数が決まる患者となる人々
と医療サービス提供者が減少することになる。ま
た，医療サービス提供者となるための教育など，
人口のある部分は教育をうけるために労働力とは
ならない（人口 Pに占める割合を wとする）。こ
のことを，Zon and Muysken〔2005〕は，それぞ
れの労働力減少分を示す指数 uと vと wを用い
て，労働力（L）を次式のように特定化した。

L＝(1－u－v－w)eP� （5）　
仮に障害者福祉施策ではあるが自立支援策のよ
うな総合的なものではなく，就労支援・障害者雇
用への援助を含まない施策しかない場合には，人
口 Pのうち，教育を受けるために生産活動に加

わらない部分数字（w）と，（人口 Pのうちある
確率で障害を持つ状態になり）障害者として非就
労になる部分（人口 Pに占める割合を vとす
る），および生産活動につながることのない形で
の障害者への福祉サービスに従事する人々（人口
に占める割合 u）が労働力とはならなくなるの
で，労働力（L）は人口のうちこれら三つの部分
それぞれの割合を引いた労働力人口に生産性のパ
ラメータをかけたものになる。すなわち，Zon 
and Muysken〔2005〕のモデルの場合と同様に，
障害者福祉施策とその従事者が，（単純に）労働
力を減少させる要素となり，労働力は（5）式と
同様になる。
しかし，本稿では，上に概観したような障害者

の就労支援策を踏まえて，次のようにモデルを拡
張する。すなわち，障害福祉・就労支援の場合に
は，たとえ一般労働者の生産性と比べれば小さい
場合もあるかもしれないが，障害者雇用に至る
（一般の労働力と同様になる）までの就労支援の
過程では，障害者本人も生産活動に携わることに
なる。また，就労支援にかかわる人々との共同で
財貨が生産される面がある。したがって，Zon 
and Muysken〔2005〕が財貨の生産のための労働
力からの控除要因とした uと vは，障害福祉・就
労支援にかかわる人々と障害者自身の生産への貢
献の分だけ各々小さくなる。それぞれの貢献の分
を ψ，φ（ある一定の比率）とすると，障害者福
祉・就労支援の場合に労働力が控除される指数
は，障害者福祉・就労支援にかかわる人々（従事
者）については u’＝(1－ψ)uとなり，障害者自身
については v’＝(1－φ)v，となる。これらの関係
を図示したものが，図 1である。なお，ψと φは
それぞれ 0以上 1未満のある定数とする（ちなみ
に，ゼロの場合には Zon and Muysken〔2005〕モ
デルとなる）。
したがって，以上のような前提のもとでは，労

働力は次の式で示される。
L＝(1－(1－ψ)u－(1－φ)v－w)eP� （6）　
Zon and Muysken〔2005〕に従って，労働力

（L）と資本ストック（K）を生産要素とするコ
ブ・ダグラス型生産関数とすると，就労支援があ
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る場合の労働力を Lに代入することにより，生
産関数は次のように表すことができる。

Y＝ALαK1－α＝A((1－(1－ψ)u

　－(1－φ)v－w)eP)αK1－α� （7）　

　
dK
dt ＝Y－cL� （8）　

de
dt ＝δew� （9）　

なお，cは 1人あたりの消費であり，δeは教
育・学習による生産性の上昇を示すパラメーター
（定数）である。δeを用いると，（9）は変化率
（x^＝(dx/dt)/x，xはモデルの中の変数）の形で
次のように表すことができる。

e^＝(δe＋P^－ρ)/θ，
w＝(δe＋P^－ρ)/(δeθ)� （10）　
個人の効用関数は，時点 tの消費を C，時間選
好率をδとして，次のように表す。

U＝∫0
∞e－ρtP

(C1－θ－1)
(1－θ)

dt� （11）　

このような効用を予算制約の下で最大化しよう
とする個人は，生まれてから，ある確率で障害を
負う場合があると想定する。生後直後の場合もあ

れば，子供の時に，あるいは成人後や引退後の高
齢期に障害を負う場合がある。時間 tの流れの中
で障害を負う確率を μdとする。したがって，障
害者でない人々と障害を持つ人々の割合は経時的
に変化する。
障害者でない人々（H）が人口（P）に占める
割合が時間とともにどのように変化するかを示す
変化率の式は，t時点の出生率を i，障害者福
祉・就労支援の水準を v，これによって障害者雇
用に至り一般の労働力となる割合を δoとする
と，次のように表すことができる。

h^＝H^－P^＝(i－μd)＋δov－ih� （12）　
持続（定常）状態（a steady state）8）では，h^＝

0であるため，0＝(i－μd)＋δov－ihより，vと h

との関数を次のように定義することができる。
h*＝(δo/i)v＋1－μd/i＝ξov＋ξd≡h(v) （13）　

2　障害者の就労支援の経済効果
障害者の就労支援のマクロ経済的な効果を見る
ためには，まず，人口成長や個人がある確率で障
害を負う場合があることなどの与件の下で，個人
が効用最大化行動をとることから導かれる経済状

図 1　障害者の就労支援と生産活動（経済モデルとしての図解）
出典）　 Zon and Muysken〔2005〕Fig. 2. 2を一部拡張して，筆者作成。
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態の推移（持続状態）を特徴づける必要がある。
このモデルでは，経済の制約は，人口成長を示
す式と人口のうち労働力となる部分が時間と共に
変化する式と，人々に効用をもたらす個人の，す
なわち 1人当りの消費（c）の対象となる財貨
（Y）の生産活動を示す式（生産関数）である。
これらの制約のもとで，人々は通時的な効用を最
大化する。この最適化問題に関するハミルトニア
ン（H）は次のように示される。

H＝e－ρtP
(c1－θ－1)

(1－θ)

　＋λewδe(ξov＋ξd)e＋λpP(ηov＋ηd)
　＋λk{A((1－(1－ψ)u－(1－φ)v－w)eP)
　αK1－α－cP} （14）　
資本の限界生産力である利子率を rとすると，

λk^＝rとなるので，最大化の 1階条件の第 1式
(∂H/∂c)より，次式が得られる9）。

c^＝(λk^－ρ)/θ＝(r－ρ)/θ （15）　
ハミルトニアンの中のそれぞれの乗数は，Zon 

and Muysken〔2005〕補論が示すように，動学的

制約式：
dλx
dt
＋∂H

∂x
＝0，(x＝,K, e, P)を満たさなけ

ればならない。例えば，Kについては，dλk/dt＋
∂H/∂K＝0となるので，これを上の式に代入して
整理すると，通時的な効用を最大化する消費の変
化率を示す次の式が導かれる。

c^＝{δe(1－(1－ψ)u－(1－φ)v)h((1－φ)v)
　＋ηo(1－φ)v＋ηi－ρ}/θ� （16）　
この式は，vとその関数 h(v)の積を含む非線形

の方程式である。h’(v)に関する仮定を用いてこ
の式のグラフを示したものが図 2である。
図 2からわかるように，他の諸条件を所与とし

て，消費の水準を最大化する障害者福祉・就労支
援の水準を選択することができる。そのような障
害者福祉・就労支援の水準を v*とすれば，それ
は次の式を満たすような水準である。

Max
v
c^＝ ∂c^

∂((1－φ)v)

　　＝
∂c^

∂((1－φ)v)
・∂((1－φ)v)

∂v

図 2　消費の成長率と就労支援での障害者と従事者それぞれの貢献との関係
出典）　 Zon and Muysken〔2005〕Fig. 2. 2を一部拡張して，筆者作成。
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　＝(1－φ) ∂c^
∂((1－φ)v)

　＝0  （17）　
これを v*について解くことにより，次の式が
導ける。

v*＝[ηo＋δe((ξo－ξdχ)/(2δeξo))]/(1－φ) （18）　
就労支援・障害者雇用の生産への貢献度（φ）
の変化の影響を見るために，（17）式を φについ
て偏微分すると，消費の成長率を最大化する障害
者福祉・就労支援の水準に関する次式が得られ
る。

∂v*/∂φ＝
　
－

[ηo＋δe((ξo－ξdχ)(2δeξo))]
　　　　　(1－φ)2＜0

 （19）
　

したがって，障害者福祉・就労支援の水準の方
法が総合化され，障害者福祉・就労支援の水準に
従事する人々の人数を所与としても障害者が暮ら
す地域の移動手段の多様化や利便性の向上によ
り，また就労支援のための（より重度な障害でも
コミュニケーションや，作業を残された心身機能
でより容易にできるようにする）新しいコンピュ
ータソフトや補助具の開発などにより，就労支援
等の生産への貢献度が向上すると，消費の成長率
を最大化する障害者福祉・就労支援の水準（投入
量）はより少なくてすむことを示している（図 2
の矢印 A（←））。
例えば，投入量を補助金等の政府（国・自治
体）からの投入と見なせば，この効果は，障害者
福祉予算にも，他の社会保障給付費と同様に社会
保障財政の持続可能性の観点から制約があるとし
ても，障害者福祉の予算配分を一定程度の範囲内
で変化させて，障害者の就労支援における生産へ
の寄与度を向上させる部分への予算配分を増額さ
せれば，それがすべての国民の消費の上昇につな
がる可能性があることを示唆している。
他方，消費の成長率と障害者福祉・就労支援に
かかわる人々の生産への寄与度との間には，他の
条件を所与とすると，次式のような関係がある。

∂c^/∂ψ＝δeuh/θ＞0 （20）　
したがって，障害者福祉・就労支援にかかわる
人々と障害者との共同による生産への貢献度が向

上する場合には，消費の成長率を高める効果が生
じる（図 2の B（↑））。

IV　まとめと今後の課題

障害者自立支援法が施行され，障害者の福祉施
策は，住まいの場，日常生活の場，生活と仕事を
結びつける場（就労支援や障害者雇用等）など，
多方面から相互に連携を図りながら進められるこ
ととなった。こうした取り組みを本格化させるた
めに，障害者福祉予算は，近年，他の予算項目よ
りも伸び率が高くなり，障害者の利用者負担に対
する軽減措置も講じられることとなった。
確かに障害者への就労支援，工賃倍増計画や障
害者雇用の推進により，障害者本人の収入は伸び
る可能性があるが，「障害者実態調査」の調査結
果が示すように，「一人暮らし」の場合には公的
な所得移転が障害者本人の所得源泉として重要な
役割を果たしている。障害年金の国庫負担部分や
生活扶助に見られるように，障害者への所得移転
の財源は，一般家計に対する税負担を含むもので
ある。「障害者実態調査」のデータを用いて推計
した障害者と一般家計それぞれの所得の限界効用
を比較すると（弾力性で見た場合），このような
所得移転は経済厚生を高める可能性があり，妥当
なものであることが示された。また，この結果
は，障害者自立支援法施行後，現在取り組まれて
いる利用者負担の軽減策が，一般家計の負担を含
む国費がそのために使われても，経済厚生を高め
る可能性があることを示している。もちろん，
「障害者実態調査」は全国を対象とした調査では
ないため，本稿では，所得移転の経済厚生に及ぼ
す効果を，限界的な所得の変化の効果を障害者と
一般家計とで比較する方法によって行っている限
界がある。より一般的には，障害者のデータも一
般家計のデータと同じように全国データに拡張し
て，障害者に関する推定結果の代表性を高めて，
障害者と一般家計それぞれの間接的効用関数の推
計と社会的厚生関数とを組み合わせた分析を行う
ことが考えられる。また，一般家計についても，
世帯主の年齢階級別，所得階級別に本稿のような
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推計を行うことにより，一般家計の負担の在り方
を考慮した上での障害者への所得移転の経済効果
を考察することができる。これらは，今後の課題
である。
また，障害者の就労支援の効果に関するマクロ
経済学的モデル分析の一つを本稿では示したが，
本稿のモデルでは，就労支援のための財源をどの
ような負担賦課によってすべきかについて分析で
きる枠組みにはなっていない。また，障害者の就
労支援に対しては，所得保障が障害者の就労イン
センティブを弱めることも危惧され，アメリカで
はこれに関する実証分析も行われている
〔Duggan and Singleton (2006)〕。したがって，就
労支援のマクロ的な経済効果をより詳しく見るた
めには，モデルに政府部門をより明示的に導入し
て，就労支援の財源選択と障害者の所得移転のイ
ンセンティブ効果にも配慮した分析が求められ
る11）。この点についても，今後の課題としたい。

謝辞
本稿の作成に当たり，「障害者実態調査」のデー
タを利用させて下さった「障害者生活実態調査研
究会」の皆様に記してお礼申し上げます。また，
分析の視点について，京極髙宣国立社会保障・人
口問題研究所長および東京大学大学院経済学研究
科（学術創成研究）「経済と障害に関する研究会」
のメンバーとの意見交換が大変参考になったこと
に感謝いたします。なお，本稿の内容は個人的見
解であることを付記いたします。

注
 1） 　再編後のサービスは，その内容から，①居宅
における生活の支援（居宅介護，短期入所，児
童デイサービス，重度訪問介護，行動援護，重
度障害者等包括支援，移動支援），②日中活動
事業（療養介護，生活介護，自立訓練，就労移
行支援，就労継続支援，地域活動支援センタ
ー），③居住支援事業。

 2） 　平成 18年度の障害福祉サービス関係予算と
障害保健福祉部予算全体の対前年度伸び率はそ
れぞれ 10. 8％と 8％であった。平成 17年度の
社会保障給付費の伸び率は 2. 3％であった。ま
た，平成 20年度の障害福祉サービス関係予算
は 5, 345億円，障害保健福祉部予算全体は
9, 700億円であり，それぞれの対前年度の伸び
率は 9. 7％と 6. 7％である。これに対して，平

成 20年度の一般歳出の対前年度伸び率は 0. 7％
である。

 3） 　勝又幸子〔2006〕第 1章「障害者実態調査」
の概要を参照。

 4） 　例えば，「障害者実態調査」に基づく世帯属
性と収入との関係の分析（本特集号，土屋論
文）と就労に着目した分析（遠山論文）を参照
されたい。

 5） 　例えば，ベンサム型社会的厚生関数をその特
集形として含む拡張された関数型の社会的厚生
関数の場合など。

 6） 　これに対して一般の家計では，障害が無いこ
とを想定すると，予算を使い切ることが効用最
大化につながるので，いわゆる家計消費の支出
項目以外の支出は無いことになる。

 7） 　家賃と住宅ローン返済額（帰属家賃のプロキ
シーと見なす）の合計。

 8） 　この事業により，各都道府県で「工賃倍増計
画」が策定されることとなった。具体的な事業
内容は，各事業所において，民間企業等の技
術・ノウハウ等を活用し，経営コンサルタント
や企業 OBの受け入れによる経営改善や企業経
営感覚の醸成を図るとともに，一般企業と協力
して商品開発や市場開拓を行うこととされてい
る。

 9） 　a steady stateは定常状態とも言われるが，内
生的経済成長について詳しいバロー・サライマ
ーチン〔1995〕（日本語版・大住〔1997〕）に従
い，本稿でもこれを持続状態と記す。

10） 　最大化の 1階条件は次の通りである。
　　∂H/∂c＝e－ρt(C－θ)P－λkP＝0
　　∂H/∂v＝(∂H/∂v)(∂v’/∂v)＝(1－φ)[λk(∂Y/∂v’)
　　　＋λe(∂(de/dt)/∂v’)＋λp(∂(dP/dt)/∂v’)]＝0
　　∂H/∂v＝λk(∂Y/∂w)＋λe(∂(de/dt)/∂w)＝0
11） 　介護保険サービスと経済成長の分析には政府
部門を含む世代重複モデルによる分析がある
〔Henmi, Tabata and Futagami (2007)〕。
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